
 

事業名 国営かんがい排水事業 地区名 曽於北部
そ お ほ く ぶ

 都道府県名 鹿児島県 

関係市町村名 曽於市
そ お し

（旧大隅町
おおすみちょう

、旧財部町
たからべちょう

、旧末吉町
すえよしちょう

） 

【事業概要】 

  本地区は、大隅
おおすみ

半島の北部に位置し、鹿児島県曽於市（旧大隅町、旧財部町、旧末吉町）に広が

る面積 2,052ha の畑地帯である。 

本地域の土壌は、保水性に乏しい火山灰土壌に覆われた特殊土壌地帯であり、かんがい施設が

未整備であることと相まって、農業生産性が低く不安定で、生産性の向上が阻害されていた。 

このため、本事業では、一級河川大淀川
おおよどがわ

水系谷川
たにかわ

内川
うちかわ

に谷川内
たにかわうち

ダム、溝之口川
みぞのくちかわ

に粟谷
あわたに

頭首工を築

造するとともに、用水路等の整備を行い、併せて関連事業により末端畑地かんがい施設及び区画

整理等の基盤整備を行い、農業用水の安定供給による農業生産性の向上と農業経営の安定に資す

ることを目的として実施された。 

 

受益面積：2,052ha（普通畑：1,751ha、樹園地:301ha）（平成 17 年現在） 

受益者数：4,053 人（平成 17 年現在） 

  主要工事：ダム１箇所、頭首工１箇所、導水路 3.9km、用水路 68.4km、揚水機場４箇所 

  事 業 費：39,019 百万円（決算額） 

 事業期間：平成８年度～平成 29 年度（機能監視：平成 27 年度～平成 29 年度） 

     （計画変更：平成 18 年度）（完了公告：平成 30 年度） 

関連事業：県営畑地帯総合整備事業 2,052ha 

    ※関連事業の進捗状況：70％（令和５年度時点） 

【評価項目】     

 １ 社会経済情勢の変化 

（１）地域における人口、産業等の動向 
  ①  総人口及び総世帯数 
    総人口は、平成７年の 46,328 人から令和２年の 33,310 人へと 28％（13,018 人）減少し

ており、県全体（平成７年：1,794,224 人、令和２年：1,588,256 人、12％減少）と比較し
て減少率は 16 ポイント高くなっている。 

一方、総世帯数は、平成７年の 17,777 戸から令和２年の 15,325 戸へと 14％（2,452 戸）
減少しており、鹿児島県の総世帯数が増加傾向（平成７年：688,646 戸、令和２年：728,179
戸、６％増加）のなか、本地域は減少傾向にある。 

 
        【人口、世帯数】                                                       
     
     
     

区分 平成７年 令和２年 増減率     
    
   

総人口 46,328 人 33,310 人 △28％ 
総世帯数 17,777 世帯 15,325 世帯 △14％ 

        （出典：国勢調査）  
       
  ②  産業別就業人口 

就業人口は、平成７年の 24,025 人から令和２年の 16,334 人へと 32％（7,691 人）減少し
ており、県全体（平成７年：843,625 人、令和２年：768,983 人、９％減少）と比較して減
少率は 23 ポイント高くなっている。 

第１次産業は、平成７年の 7,889 人から令和２年の 3,350 人へと 58％（4,539 人）減少し
ており、県全体（平成７年：125,331 人、令和２年：63,892 人、49％減少）と比較して減少
率は９ポイント高くなっている。 

 
 
 
 
 



 

        【産業別就業人口】                                                   
 区分 平成７年 令和２年   

 割合  割合  
第１次産業 7,889 人 33％ 3,350 人 20％ 
第２次産業 6,257 人 26％ 3,567 人 22％ 
第３次産業 9,879 人 41％ 9,417 人 58％ 

    （出典：国勢調査）                              
                     
（２）地域農業の動向 

耕地面積は、平成７年の 9,273ha から令和２年の 8,040ha と 13％（1,233ha）減少してい
るが、県全体（平成７年：135,160ha、令和２年：114,800ha、15％減少）と比較すると減少
率は２ポイント低くなっている。 

農業経営体数は、平成７年の 7,137 戸から令和２年の 2,845 戸と 60％（4,292 戸）減少
し、基幹的農業従事者についても、平成７年の 6,703 人から令和２年の 2,475 人と 63％
（4,228 人）減少している。 

基幹的農業従事者のうち 65 歳以上の割合は、平成７年の 38％(2,564 人)から令和２年の
67％(1,648 人)と 29 ポイント拡大しており、高齢化が進んでいる。 

一方、経営体当たり経営面積は、平成７年の 0.93ha から令和２年の 1.41ha へと 52%増加
しており、担い手への農地集積が進展している。 

また、認定農業者は、平成 27 年の 554 経営体から令和２年の 556 経営体とほぼ横ばいと
なっている。 

 
      
       

区分 平成７年 令和２年 増減率     
    
    
    
    
    
    

耕地面積 9,273ha 8,040ha △13％ 
農業経営体数 7,137 戸 2,845 戸 △60％ 
基幹的農業従事者数(個別経営体) 6,703 人 2,475 人 △63％ 
 うち 65 歳以上 2,564 人 1,648 人 △36％ 
経営体当たり経営耕地面積 0.93ha 1.41ha 52％ 
認定農業者数 554 経営体 556 経営体 0.4％ 

          注：平成７年の農業経営体数及び基幹的農業従事者数(個別経営体)は総農家 
（出典：農林水産統計年報、農林業センサス、認定農業者数は関係市調べ※平成 27 年、

令和２年） 
     

 ２ 事業により整備された施設の管理状況 

本事業の実施により整備された谷川内ダム、粟谷頭首工、導水路、揚水機場、用水路等は、
国から曽於市及び曽於北部土地改良区に管理委託され、管理規程に基づいた運用がなされて
いるほか、定期的に草刈りや土砂上げ、施設点検の実施、必要に応じて補修、修繕等を行っ
ており、適切に維持管理されている。 

本地区の農業用水は谷川内ダムを取水源とし、粟谷頭首工から幹線用水等を通じて地区内
へ供給されている。地区内への配水は、曽於北部土地改良区が管理する中央管理所を通じて、
農業用水の合理的な配分と各施設の適正な操作・管理が一元的に行われている。 

また、河川流域全体のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる「流域治水」
の取組が全国で行われており、本地域では、大淀川水系流域治水プロジェクトが策定されて
いる。本地区の谷川内ダムは、大雨が予想された場合、あらかじめダムの水位を低下させる
「事前放流」に取り組むこととしている。 

 
 ３ 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 
（１）作物生産効果 
  ①  作付面積の変化 
      事業計画時の営農構想は、事業の実施によって畑地かんがい用水を安定的に供給し、野菜、

飼料作物、茶を主体とした高度な畑作営農を展開し、畑作経営の安定化を図る計画としてい
た。 

計画時点（平成 17 年）の計画と評価時点（令和５年）の作物別作付状況をみると、畑地
かんがいによる適期の定植など計画的な作付けが可能となったことや、焼酎需要の高まりも
あり「でん粉用かんしょ」から「焼酎用かんしょ」へ転換している。また、担い手農家への
農地集積及び経営規模の拡大に加えて、契約栽培の進展による安定経営志向もあり、焼酎用
かんしょ（4.0 倍）、加工用かんしょ（1.3 倍）、ソルゴー（1.1 倍）、ごぼう(1.4 倍)、イ
タリアンライグラス（1.7 倍）、だいこん（1.3 倍）、うめ（1.8 倍）、ゆず（2.6 倍）が計



 

画面積を上回っており、そば、ばれいしょ、ほうれんそう、メロン、らっきょうが新たに導
入されている。 

本地区は、関係機関から構成される曽於地域畑地かんがい営農推進本部が中心となり、曽
於地域営農ビジョンに基づき、畑かん用水を活用した露地・施設野菜の生産拡大と産地化を
推進しているほか、葉たばこの廃作による新規野菜への転換も相まって多様な土地利用へと
変化している。 

 
  【作付面積】                                 （単位：ha)   

区  分 

事業計画(平成 17 年) 
評価時点 

(令和５年) 
現況 

(平成 17 年) 
計画 

かんしょ（でん粉用） 99 103 34 
かんしょ（焼酎用） 56 181 716 
かんしょ（青果用） 20 39 30 
かんしょ（加工用） 85 110 142 
そば - - 8 
ソルゴー 125 191 201 
青刈りとうもろこし 273 404 234 
ごぼう 33 86 119 
ばれいしょ - - 7 
さといも 116 256 38 
かぼちゃ 76 100 2 
にがうり 3 12 3 
ほうれんそう - - 40 
メロン - - 3 
葉たばこ 62 62 - 
スプレイぎく（施設） 4 47 6 
ねぎ（施設） 8 22 7 
イタリアンライグラス 619 614 1,033 
だいこん 130 160 202 
らっきょう - - 25 
にんじん 14 108 35 
はくさい 47 111 5 
キャベツ 30 140 10 
茶 233 260 261 
うめ 21 21 38 
ゆず 11 11 29 

（出典：事業計画書(最終計画）、九州農政局調べ) 
 
  ②  生産量の変化 

計画時点（平成 17 年）の計画と評価時点（令和５年）の作物別生産量を比較すると、畑
かんによる適期の定植が可能となったこと等により、かんしょ（焼酎用）が 4.6 倍、かんし
ょ（加工用）が 1.6 倍、ごぼうが 1.2 倍、イタリアンライグラスが 2.1 倍、だいこんが 1.2
倍となっている。また、茶は畑かんによる増収とお茶のペットボトル需要の拡大による茶摘
みの番手増により 2.9 倍と計画生産量を上回っている。 

計画生産量に達してはいないが、かんしょ（青果用）、にがうり、スプレイぎく（施設）、
にんじんは計画時点（平成 17 年）の現況生産量を上回っており、青刈りとうもろこし、ね
ぎ（施設）、うめは現況生産量を概ね維持している。 
 

【生産量】                                     （単位：ｔ） 

区  分 

事業計画(平成 17 年) 
評価時点 

(令和５年) 
現況 

(平成 17 年) 
計画 

 ｔ/ha  ｔ/ha  ｔ/ha 

かんしょ（でん粉用） 2,778 28.06 2,890 28.06 1,070 31.48 

かんしょ（焼酎用） 1,531 27.34 4,949 27.34 22,540 31.48 

かんしょ（青果用） 478 23.92 1,147 29.42 1,082 36.08 

かんしょ（加工用） 2,218 26.09 2,870 26.09 4,470 31.48 



 

そば - - - - 6 0.74 

ソルゴー 9,566 76.53 16,663 87.24 16,685 83.01 

青刈りとうもろこし 16,301 59.71 28,223 69.86 15,577 66.57 

ごぼう 669 20.27 2,110 24.53 2,476 20.81 

ばれいしょ - - - - 168 24.03 

さといも 2,235 19.27 6,264 24.47 1,236 32.52 

かぼちゃ 1,893 24.91 2,890 28.90 53 26.28 

にがうり 75 24.93 344 28.67 90 29.93 

ほうれんそう - - - - 719 17.97 

メロン - - - - 75 25.09 

葉たばこ 172 2.77 185 2.99 - - 

スプレイぎく（施設）※ 5,500 1,374.90 64,620 1,374.90 8,640 1,440.00 

ねぎ（施設） 395 49.48 1,087 49.48 394 56.28 

イタリアンライグラス 50,777 82.03 61,449 100.08 128,319 124.22 

だいこん 7,890 60.69 10,682 66.76 12,542 62.09 

らっきょう - - - - 490 19.58 

にんじん 546 39.01 5,055 46.81 1,684 48.10 

はくさい 3,403 72.40 9,001 81.09 461 92.16 

キャベツ 1,409 46.96 7,364 52.60 482 48.24 

茶 603 2.59 809 3.11 2,336 8.95 

うめ 70 3.34 81 3.84 60 1.58 

ゆず 131 11.90 151 13.69 349 12.03 

（出典：事業計画書(最終計画）、九州農政局調べ) 
※花きは、出荷量を示し、単位は「千本」または「千本／ha」と読み替える。 
 

  ③  生産額の変化 
計画時点（平成 17 年）の計画と評価時点（令和５年）の生産額を比較すると、かんしょ

（焼酎用）については、高単価による契約栽培により計画の 7.4 倍、かんしょ（加工用）、
ごぼう、ゆずは産地形成や加工販売による単価の上昇により、それぞれ 1.8 倍、2.8 倍、2.7
倍、茶は緑茶飲料の需要の拡大に伴い 2.2 倍に増加している。 

また、飼料価格の上昇により、飼料作物のソルゴーが計画の 2.5 倍、青刈りとうもろこし
が 1.9 倍、イタリアンライグラスが 3.3 倍とそれぞれ増加している。 

 
  【生産額】                                  （単位：百万円） 

     区  分 

事業計画(平成 17 年) 
評価時点 

(令和５年) 
現況 

(平成 17 年) 
計画 

 千円/t  千円/t  千円/t 

かんしょ（でん粉用） 81 29 84 29 42 39 

かんしょ（焼酎用） 63 41 203 41 1,510 67 

かんしょ（青果用） 57 120 138 120 161 149 

かんしょ（加工用） 131 59 169 59 299 67 

そば - ‐ ‐ ‐ 1 126 

ソルゴー 134 14 233 14 584 35 

青刈りとうもろこし 196 12 339 12 639 41 

ごぼう 151 225 475 225 1,330 537 

ばれいしょ - ‐ ‐ ‐ 11 66 

さといも 619 277 1,735 277 315 255 

かぼちゃ 239 126 364 126 10 196 

にがうり 16 219 75 219 21 230 

ほうれんそう - ‐ ‐ ‐ 60 84 

メロン - ‐ ‐ ‐ 38 509 

葉たばこ 327 1,903 352 1,903 ‐ ‐ 

スプレイぎく（施設）※ 209 38 2,456 38 346 40 

ねぎ（施設） 198 501 545 501 192 487 

イタリアンライグラス 711 14 860 14 2,823 22 

だいこん 189 24 256 24 339 27 



 

らっきょう - ‐ ‐ ‐ 65 132 

にんじん 41 75 379 75 98 58 

はくさい 133 39 351 39 16 34 

キャベツ 73 52 383 52 31 65 

茶 1,160 1,923 1,556 1,923 3,499 1,498 

うめ 11 163 13 163 20 328 

ゆず 15 113 17 113 46 133 

    （出典：事業計画書(最終計画）、九州農政局調べ) 
     ※花きは、出荷額を示し、単位は「千円／千本」と読み替える。 
 
（２）営農経費節減効果 

畑地かんがい用水の安定供給により、かん水作業に係る労力が新たに発生し労力経費が増
加しているが、防除作業にかかる用水運搬の経費軽減が図られた他、茶においては、防霜フ
ァン等による防霜から散水による防霜へ移行したことにより、営農経費の軽減が図られてい
る。また、降灰除去作業については、事業実施前は自宅から圃場まで軽トラックで洗浄用水
を運搬し、動力噴霧機による洗浄作業から事業実施後は、スプリンクラーよる給水及び洗浄
に変わったことにより、営農経費の節減が図られている。 

 
【労働時間】                                              （単位：時/ha） 

区分 作物名 
現況 

(平成 17 年) 
評価時点 

(令和５年) 
かん水作業 かんしょ（青果用） 0 38 
  ソルゴー 0 18 
  だいこん 0 38 
  ごぼう 0 49 
  にんじん 0 52 
  茶 0 8 
防除用水運搬作業 かんしょ（青果用） 21 4 

  ソルゴー 9 4 

  だいこん 32 6 

  ごぼう 53 10 

  にんじん 53 10 

  茶 103 22 

降灰除去作業 ソルゴー 283 41 
  はくさい 593 87 
  キャベツ 179 26 
  茶 507 20 

  (出典:事業計画書(最終計画)、九州農政局調べ) 
 
【営農経費】                                            （単位：千円/ha） 

区分 作物名 
現況 

(平成 17 年) 
評価時点 

(令和５年) 
防霜作業 茶 681 9 
(出典:事業計画書(最終計画)、九州農政局調べ) 

 

 
（３）維持管理費節減効果 

本事業及び関連事業で整備されたダム、頭首工、導水路、幹支線水路、ファ－ムポンド、
末端畑かん施設等の土地改良施設は、経過年数が浅いことや管理団体である曽於北部土地改
良区の適切な運用・管理により、事後評価時点における維持管理費は 63 百万円と、事業計
画時の計画維持管理費（139 百万円）を下回っている。 

 
【維持管理費】                               （単位：千円） 

区分 維持管理費 

計画時点(平成 17 年)  138,772 

評価時点(令和５年)  62,776 
(出典:事業計画書(最終計画)、九州農政局調べ) 

 



 

 ４ 事業効果の発現状況 

（１）農業生産性の向上 
本事業及び関連事業の実施によって、ダムや用水路、ファ－ムポンド等のかんがい施設が

整備されたことにより、農業用水が安定的に供給され、計画的なは種、定植など作物の生育
ステ－ジに応じた適期のかんがいが可能となったことから、栽培作物の活着率の向上や収量
の増加が図られている。 

畑かん用水を利用している農家へのアンケ－ト調査においても、事業実施前と比較して、
90％の農家が「水不足による作物の被害がなくなった」、88％の農家が「作物の安定的な収
量が確保できるようになった」、76％の農家が「天候に左右されず、は種・定植ができるよ
うになった」、74％の農家が「作物の品質が良くなった」と回答しており、畑かん用水の安
定的な供給による効果を評価している。 

 
（２）農業生産の維持向上 

本事業及び関連事業の実施により、農業用水が安定的に確保されたことで、計画的な水利
用が可能となり、単収・単価が向上するとともに労働時間や営農経費が削減されたことから
経営面積の維持拡大に繋がっている。 

受益農家へのアンケ－ト調査では、事業実施前（平成８年）と現在（令和５年）の作付面
積の変化として、ごぼうの作付面積が約６倍、かんしょが約５倍、茶が約３倍、飼料作物が
約２倍と増加し、経営農地面積も約２倍と増加している。 

 
（３）担い手の体質強化 

受益地域である曽於市においては、事業着工前の平成７年から事業完了後の令和２年まで
の 25 年間に、経営耕地面積 5.0ha 以上の農業経営体数は約４倍に、また、法人数は約３倍
に増加しており、担い手の規模拡大及び法人化が進んでいる。引き続き、曽於地域畑地かん
がい営農推進本部等が中心となり、認定農業者等の規模拡大や、法人化への誘導等、経営の
発展段階に応じた支援及び離農した畑かん農地の担い手への集積・集約を行い、畑かんを活
用した経営体を育成することとしている。 

また、受益農家へのアンケ－ト調査で、認定農業者、エコファ－マ－、ＧＡＰ認証の取得
状況をみると、畑かん用水を利用している農家においては、これらの資格・認証を受けてい
る農家が多く、特にエコファ－マ－及びＧＡＰの取得については、畑かんの利用が契機とな
っている。 

 
（４）多様な作物の作付拡大 

本地域は、県内でも有数の園芸産地であり、ごぼう、だいこん、にんじん等の露地野菜や
茶の作付けが拡大し、高収益作物としての効果が上がっている。 

鹿児島県では、平成元年度から「かごしまブランド」確立運動を展開し、安心・安全，定
時・定量・定質な農畜産物を供給できる産地づくりと、イメ－ジアップによる販路拡大等に
取組み、多くの農産物が大消費地で高い評価を受けている。 

本地域では、事業の実施に伴い生産条件の改善が図られ、かごしまブランド品の産地とし
て、「かごしまのごぼう」の生産に貢献している。 

 
（５）６次産業化による農家所得の向上と雇用の創出 

本地域内の農産物直売所４カ所では、受益地内で生産された野菜、茶などの農産物やゆず
ドリンク等の農産加工品が販売され、地場産品の消費拡大が促進されるなど６次産業化への
取組みが行われており、雇用促進や地域の活性化に繋がっている。 

 
（６）組織的な営農推進の取組 

本地域では、畑地かんがいを活用した地域農業の基本目標や具体的な方向を示した曽於地
域営農ビジョンを策定しており、営農ビジョンの実現に向けて曽於地域畑地かんがい営農推
進本部が中心となり、受益農家、畑かんマイスタ－、市・地域営農推進本部が一体となって
営農推進に取り組んでいる。 

 
（７）事業による波及的効果等 
  ①  地域経済の活性化 

本地域で生産される焼酎用かんしょは、畑かんによる適期の定植など計画的な作付けが可
能となったことにより、近傍の酒造メ－カ－等との契約栽培が行われ、地区内の農家から仕
入れられている。こうした取組は、酒造メ－カ－の計画的な製品製造に不可欠であり、関連
産業における雇用の確保も図られており、地域経済の活性化にも寄与している。 

 



 

  ②  総合学習の場の提供 
      本事業で造成された谷川内ダムでは、小・中学校や高校、一般団体による施設見学が実施

されており、農業用施設の役割について学ぶ総合学習の場や地域農業への理解を醸成する機
会の提供に活用されている。 

 
（８）事後評価時点における費用対効果分析結果 

効果の発現状況を踏まえ、評価時点の各種算定デ－タを基に、総費用総便益比を算定した
結果、以下のとおりとなった。 

総便益 197,825 百万円 
総費用 136,825 百万円 
総費用総便益比 1.44 

       （注）総費用総便益比方式により算定。 
 
 ５ 事業実施による環境の変化 
（１）自然環境の変化 

本事業では、動植物の生息・生育空間を保全、創出するため、谷川内ダム等にビオトープ
の設置の他、水辺と林地等の移動空間の保全として、沢筋の管理用道路等の道路下を横断で
きる暗渠整備及び這い上り構造を備えた側溝の設置等、生態系に配慮した整備が行われてい
る。 

 
（２）生活環境面の変化 

本事業で整備した農業水利施設（給水栓）について、曽於市と曽於北部土地改良区の間で、
「畑地かんがい施設消防水利使用協定書」を平成 28 年２月に締結し、管内において火災等
の災害が発生した際には、曽於北部地区の畑地かんがい施設を消防水利施設としており、地
域住民の生活の安心感の向上に繋がっている。 

受益農家へのアンケ－ト結果においても、事業実施前と比較して 78％の農家が「畑かん
用水が、地域の防火用水としても利用できるようになり安心感が向上したと思う」と回答し
ている。 

 
（３）農業生産環境面の変化 

本事業及び関連事業の実施に伴って、農業用水が確保されたことで、干ばつや霜の被害に
対する不安や防除作業での薬剤付着の危険性、用水確保のための労働負担等に対する不安が
軽減され、農業労働環境が大きく改善している。 

畑かん用水を利用している受益農家へのアンケ－ト調査においても、事業実施前と比較し
て 90％の農家が「精神的疲労（気苦労）は減ったと思う」と回答している。 

 
 ６ 今後の課題等 
（１）畑かん利用の更なる推進 

本地区では、曽於畑地かんがい農業推進センタ－を中心に、畑かん用水の利用促進や収益
性の高い品目の導入及び産地拡大を図るために、関係機関が一体となって畑かんマイスター
による営農の推進・畑かん技術の普及に向けた取組、関連事業による散水器具の購入支援に
より、高収益作物の作付け拡大が図られている。 

引き続き関係機関等が一体となって、関連事業の計画的な推進と畑かん用水を活用した営
農の推進と営農技術の定着を図る必要がある。 

 
（２）畑かんを活用した担い手の育成 

本地区においても農家数が減少するとともに、農業従事者の高齢化により生産力の脆弱化
が懸念される中で、事業の実施によって整備された農業生産基盤を活用した大規模な農業生
産法人が設立されるなど地域の有利性が発揮されてきている。 

今後も、この有利な条件を生かした農業を継続するとともに、一層の地域農業の振興のた
めには、雇用確保対策等による経営安定や、農地中間管理事業を活用し、畑地かんがいの整
備された優良な農地の集積・集約化を推進し、担い手の経営の効率化を図る必要がある。 

 
 
【総合評価】 

本事業及び関連事業の実施により、畑地かんがい施設整備に伴い農業用水の安定供給による 
農業生産性の向上が図られており、次に挙げる事業効果の発現が認められる。 
 
（１）農業生産性の向上 



 

安定した畑地かんがい用水の供給と併せて関係機関が一体となって営農推進を図ってき
たことにより、作物の生産量の増加や品質の向上が図られている。また、畑地かんがい施設
の整備による用水確保に係る労力の低減や、茶の散水防霜・害虫防除の技術普及による営農
経費の軽減が図られており、農業生産性が向上している。 
 

（２）担い手の体質強化 
農業生産基盤の整備と併せ、地域の営農ビジョンに基づき、会社法人等の農業経営体が増

加、新規就農者が確保されるなど企業的な担い手の育成・確保が図られている。 
 
（３）多様な作物の作付拡大 

本地域は、県内でも有数の園芸産地であり、ごぼう、だいこん、にんじん等の露地野菜や
茶の作付けが拡大し、高収益作物としての効果が上がっており、かごしまブランド品の産地
として、「かごしまのごぼう」の生産に貢献している。 

 
（４）事業による波及効果 

本事業及び関連事業により、安定かつ多様な作物生産が可能となったことから、地域内の
農産物直売所では、受益地内で生産された野菜や茶などの農産物のほか、それらを活用した
加工・販売が行われるなど農産物直売所を核とした６次産業化の取り組みが進められてい
る。また、本地区で生産される焼酎用かんしょは、大手焼酎メーカーとの契約栽培により安 
定的な原料供給が図られ、加えて関連産業である焼酎製造業等における雇用が進むなど地域
経済の活性化にも寄与している。 
  このほか、造成された谷川内ダムでは、学生や一般団体による施設見学が行われ、農業に
ついて学ぶ総合学習の場として活用されている。 

 
（５）事業効果の更なる発現 

今後も関係機関が一体となって、畑かん技術の普及・定着を図り、担い手を確保するとと
もに、関連事業を計画的に推進し、畑地かんがい用水を活用した野菜などの高収益作物の作
付拡大の取組を進めていくことが重要である。 

 
 
【技術検討会の意見】 

事業の実施により、畑地かんがい施設が整備され、農業用水が安定的に供給されることで、
農作物の適期に水利用が可能となり、作物の品質が向上し、単収も増加した。また、害虫防除
や降灰除去等の農作業の効率化・省力化も図られている。こうしたことから、担い手農家への
農地集積・規模拡大や、地域における次世代への農地の保全・継承に貢献していることが認め
られる。 

お茶は畑地かんがいを利用した防霜技術のほか、害虫防除技術が導入され、品質の確保とと
もに茶摘み番手が増加し、生産量の増加に繋がっており、ペットボトル飲料の需要増と相まっ
て生産額が増加している。 

また、焼酎用かんしょについては、焼酎ブームの到来に伴い地域の酒造業の原料需要増を背
景とした契約栽培による作付が拡大している。畑地かんがいがあることによって、降雨に依ら
ず適期の定植など計画的な作付けが可能となり、安定的な原料確保を通じて地域の加工産業を
下支えするとともに、関連産業の雇用創出に繋がるなど地域経済の活性化にも寄与している。 

このほか、ごぼう、だいこん、にんじん及び飼料作物の生産額の増加に貢献している。 
更には、防火用水としての役割や、水源のダムにおける事前放流など流域治水の一翼を担う

など防災面での効果も見られる。 
今後は、実施中の関連事業を計画的に推進するとともに、収益性の高い作物の導入と併せ、

農作業の省力化に直結する散水器具の普及拡大を図ること等により、かんがい用水の更なる利
用推進を図ることが期待される。  
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